
就学支援金の申請にかかる大切なお知らせ

生徒本人が、受給資格(３)の①～⑦のいずれに該当するかによって、
申請方法が異なりますので、次の案内に沿って、手続をお願いします。

※受給資格に該当しない方も別途ご案内する支援制度に該当する場合は、授業料の納入が
   不要となったり免除される可能性があります。詳細については、後日お知らせします。

各家庭の教育費負担軽減を図るための、国による授業料支援の仕組みで、

就学支援金を受給し､授業料と相殺することで､授業料が実質無償となります。

就学支援金は、次の（１）～（３）の受給資格を満たすすべての方が

受給できます。

【受給資格】
(１)過去に高等学校等(修業年限が３年未満のものを除く。)を卒業していない生徒

    (２)過去の高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制の場合は48月)を超えていない生徒
(３)日本国内に住所を有し、次のいずれかに該当する生徒

①日本国籍を有する方 ⑤永住者の配偶者等
②特別永住者 ⑥定住者のうち将来永住する意思がある方
③永住者 ⑦家族滞在に該当する者のうち、日本の小学校及び中学校を卒業
④日本人の配偶者等 しており、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思がある方

就学支援金とは

受給資格(３)①<日本国籍を有する方＞に該当し、就学支援金を初めて申請する方

【手順１】e-Shienシステムにログインします。
https://www.e-shien.mext.go.jp/

ログインＩＤ通知書を見ながら
・ログインＩＤ
・パスワード
を入力し、
「ログイン」ボタンを押して
ください｡
ログインID通知書を紛失され
た場合は、学校事務室（０８
６５－６２－５２４５）へお
問い合わせください。

【手順２】受給の意向を登録します。

ログイン後に表示さ
れる「意向登録」ボ
タンを押してくださ
い。

３か所の確認事項
と１か所の意向確
認にチェックした
のち、「入力内容
確認」ボタンを押
してください。

【手順３】登録内容を確認し、受給資格の認定申請
画面に移行します。

「本内容で登録する」
ボタンを押したのち、
「続けて受給資格認定
申請を行う」ボタンを
押してください。

※手順３ののち、一度画面を閉じてしまったり、過去に意向
登録を行ったことがある方は、手順２「意向登録」ボタン
がグレーに表示され、押下できなくなることがあります。
その際は、「認定申請」ボタンを押して手続きを進めて
ください。

裏面に続きます。

e-Shienシステム
から申請

…ア

※臨時支援金受給者は
→へ進む。

臨時支援金受給者は「認定申請」ボタンから進む。
※「意向登録」は不要。



【手順４】生徒情報を入力します。

生年月日や住所等を入力の上、申請対象時期「2026年４月１日以降の
申請」、国籍「日本国」をチェックし、「学校情報入力」ボタンを押し
てください。

【手順５】在学期間等を入力します。

在学期間が正しいことを確認の上、「入力内容確認」ボタンを押して
ください。
※休学等で過去に就学支援金を受給していなかった期間がある場合は、「うち支給停止期間」の
「あり」にチェックし、情報を入力してください。

※過去に別の高校に在学していたことがある生徒は、「過去に別の高等学校等に在学していた期
間について」の「開く」ボタンを押して、表示される画面から情報を入力してください。

岡山県立●●高等学校

【手順６】申請内容を確認の上、申請を完了させます。

すべての確認事項
にチェックしたの
ち、「本内容で申
請する」ボタンを
押してください。

以上で申請は終了
です。
ありがとうござい
ました。

受給資格(３)①<日本国籍を有する方＞に該当し、
     過去に就学支援金を受給したことがある方

…e-Shienシステムから申請

【手順１】e-Shienシステムにログインします。

ログイン手順は表面の と同様です。
ログインID通知書を紛失された場合は、学校事務室（０８６５－６
２－５２４５）へお問い合わせください。

【手順２】受給資格の確認申請を行います。

ログイン後に表示さ
れる「在校生受給資
格確認」ボタンを押
してください。

【手順３】生徒情報の確認を行います。

生年月日や住所等が正しいことを確認の上、申請対象時期「2026年
４月１日以降の申請」、国籍「日本国」をチェックし、「学校情報入
力」ボタンを押してください。

【手順４】申請内容を確認の上、申請を完了させます。

すべての確認事項
にチェックしたの
ち、「本内容で申
請する」ボタンを
押してください。

以上で申請は終了
です。
ありがとうござい
ました。

日本国籍を有していないが、受給資格(３)
②～⑦に該当する方

e-Shienシステムを利用した申請はできません（しないことと
なっています）。
誠にお手数ではございますが、学校事務室（０８６５－６２－５２

４５）へ御連絡をお願いします。
紙の申請書を郵送させていただきます。

…紙の申請書を用いて申請
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